
平成30年3月22日

日本原子力発電㈱

（○：評価対象施設）

No 評価対象施設 竜巻 火山 外部火災 備考

1 非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ ○ ○ ○

2
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気
フィルタ

○ ○ ○

3
非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファ
ン

○ ○ ○

4
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルー
フベントファン

○ ○ ○

5 中央制御室換気系冷凍機（配管，弁含む。） ○ ○ －
原子炉建屋屋上（地上高さ20m以上）にあ
り，外部火災の熱影響を受けないため，外
部火災は対象外

6
残留熱除去系海水系ポンプ（配管，弁含
む。）

○ ○ ○

7 残留熱除去系海水系ストレーナ ○ ○ ○

8
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ（配
管，弁含む。）

○ ○ ○

9 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ ○ ○ ○

10
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水
ポンプ（配管，弁含む。）

○ ○ ○

11
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水
ストレーナ

○ ○ ○

12 非常用ガス処理系排気配管 ○ ○ ○

13 排気筒 ○ ○ ○

14 排気筒モニタ ○ ○ ○

15 原子炉建屋 ○ ○ ○

16 タービン建屋 ○ ○ ○

17 使用済燃料乾式貯蔵建屋 ○ ○ ○

18 排気筒モニタ建屋 ○ ○ ○

19 軽油貯蔵タンクタンク室 ○ － －
竜巻で発生する設計飛来物によるコンク
リート裏面剥離の影響を考慮し評価するも
のであり，火山，外部火災は対象外

20 中央制御室換気系隔離弁，ファン，ダクト ○ － －
竜巻の気圧差による屋内の外部事象防護対
象施設への影響を考慮するものであり，火
山，外部火災は対象外

21 非常用ディーゼル発電機室換気系ダクト ○ － － 同上
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No 評価対象施設 竜巻 火山 外部火災 備考

22
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気
系ダクト

○ － － 同上

23
原子炉建屋換気系隔離弁，ダクト（原子炉建
屋原子炉棟貫通部）

○ － － 同上

24
中央制御室換気系ファン（空気調和器含
む。）

○ － － 同上

25 中央制御室換気系フィルタユニット ○ － － 同上

26 非常用電源盤（電気室） ○ － －

外殻を有するものの，竜巻の荷重に対し防
護機能が期待できない外部事象防護対象施
設について影響を考慮するものであり，火
山，外部火災は対象外

27 使用済燃料プール ○ － － 同上

28 燃料プール冷却浄化系真空破壊弁 ○ － － 同上

29 燃料交換機 ○ － － 同上

30 原子炉建屋天井クレーン ○ － － 同上

31 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン ○ － － 同上

32
換気空調設備（外気取入口）［中央制御室換
気系，ディーゼル発電機換気系］

－ ○ ○
外部事象防護対象施設の空気流路閉塞の影
響を考慮するものであり，竜巻は対象外

33 残留熱除去系海水系ストレーナ下流設備 － ○ －
外部事象防護対象施設の海水流路閉塞の影
響を考慮するものであり，竜巻及び外部火
災は対象外

34
非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機を含む。）海水ストレー
ナ下流設備

－ ○ － 同上

35
非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機を含む。）機関

－ ○ ○
外部事象防護対象施設の空気流路閉塞の影
響を考慮するものであり，竜巻は対象外

36 計装制御設備（安全保護系） － ○ ○ 同上
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１．外部火災の熱影響を受ける評価対象施設 ２．外部火災のばい煙の影響を受ける評価対象施設

 

Step2 Step3 Step4

NO 

外部事象防護対象施設等 

(a)中央制御室換気系隔離弁， 
 ファン，ダクト 

(b)非常用ディーゼル発電機室

換気系ダクト 
(c)高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室換気系ダクト 
(d)原子炉建屋換気系隔離弁，

ダクト（原子炉建屋原子炉

棟貫通部） 

(a)中央制御室換気系ファン（空気

調和器含む。） 
(b)中央制御室換気系フィルタユニ

ット 
(c)非常用電源盤（電気室） 
(d)使用済燃料プール 
(e)燃料プール冷却浄化系真空破壊

弁 
(f)燃料交換機 
(g)原子炉建屋天井クレーン 
(h)使用済燃料乾式貯蔵容器 
(i)使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーン 
 

＜評価対象外＞ 
・原子炉圧力容器 
・原子炉再循環ポンプ  
          他 

(a)非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）吸気フィルタ 
(b)非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）ルーフベントファン 
(c)中央制御室換気系冷凍機（配管，弁

含む。） 
(d)残留熱除去系海水系ポンプ（配

管，弁含む。） 
(e)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ（配管，弁含

む。） 
(f)残留熱除去系海水系ストレーナ 
(g)非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ストレーナ 
(h)非常用ガス処理系排気配管 
(i)排気筒 
(j)排気筒モニタ 
(k)原子炉建屋 
 
＜以下，外部事象防護対象施設を 
内包する区画＞ 

(l)タービン建屋 
(m)使用済燃料乾式貯蔵建屋 
(n)軽油貯蔵タンクタンク室 
(o)排気筒モニタ建屋 

YES YES

NO NO 屋外施設 
(外部事象防護対象施設を

内包する区画 
含む) 

外殻となる施設 
による防護機能が 
期待できない施設 

(※) 

屋内の施設で 
外気と繋がっている 

施設 

［評価対象施設］ 

※ 
外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性を確認し， 
開口部，建具などの防護機能を期待できない区画に配置される 
外部事象防護対象施設を抽出 

YES 

＜評価対象外＞

・原子炉圧力容器

・原子炉再循環ポンプ 他

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気フィルタ

・残留熱除去系海水系ポンプ

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用ストレーナ※１※２

・残留熱除去系海水系ストレーナ※１※２

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）ルーフベントファン※１※３

・非常用ガス処理系排気配管※１※４

・排気筒

・排気筒モニタ

・原子炉建屋

・タービン建屋

・使用済燃料乾式貯蔵建屋

・排気筒モニタ建屋

NO

YES

［評価対象施設］

※１：同じ火災源からの影響が複数の評価対象施設に及ぶ場合には，離隔距離が短い

評価対象施設の評価を代表的に実施する。

※２：海水ポンプの評価に包絡されるため評価対象からは除外する。

※３：吸気フィルタの評価に包絡されるため評価対象からは除外する。

※４：排気筒の評価に包絡されるため評価対象からは除外する。

Step2

外部事象防護対象施設等

外部火災の熱影響を
受ける屋外施設

竜巻 火山 外部火災

自然現象（竜巻，火山，外部火災）の評価対象施設抽出フロー比較

評価対象施設
評価対象施設

評価対象施設

評価対象外
①ディーゼル発電機機関

・非常用ディーゼル発電機

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

・計装制御設備（安全保護系）

②換気空調設備

・中央制御室換気系

・電気室換気系

・原子炉建屋換気系

・ディーゼル発電機室換気系

③海水ポンプ電動機

・残留熱除去系海水系ポンプ

・非常用ディーゼル発電機海水系ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

海水系ポンプ

NO

YES

［評価対象施設］

※：室内の空気を取り込む機器を含む。

Step2

外部事象防護対象施設等

①外気を直接設備内に
取り込む機器※

②外気を取り込む空調系統
③外気を取り込む屋外機器

評価対象施設

 

※１：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 
※２：竜巻及びその随伴事象に対して機能維持すること，竜巻及びその随伴事象による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること又は安全上支障のな

い期間に修復すること等の対応が可能であることを確認する。 

Step1 

① 
クラス１， 

クラス２に属する 

構築物等 
 

YES 

NO 

・安全重要度分類のクラス１，クラス２ 
及びクラス３に属する構築物，系統及 
び機器 

・安全機能を有しない構築物，系統及び 
機器 

YES 

NO 

② 
安全評価※１上 

期待するクラス３に 

属する構築物等 
 

NO 
①及び②を 

内包する区画 
 
 

YES 

その他の施設※２ 
「波及的影響を及ぼし得る 

評価対象施設」の抽出へ 

外部事象防護対象施設 
外部事象防護対象施設を内包する建屋 

（外部事象防護対象施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

No No 

・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器 
・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

No

①安全重要度分類の
クラス 1，クラス 2
に属する構築物等 

②安全評価※１上 
期待する安全重要
度分類のクラス 3
に属する構築物等 

①及び②を内包 
する建屋 

※1：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 
※2：外部火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修復等の対応が可能であることを確認する。 

その他の施設
※２

 外部事象防護対象施設 

Step1 

Yes Yes

外部事象防護対象施設を内包

する建屋（外部事象防護対象

施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 

評価対象外

評価対象外

①建屋

・原子炉建屋

・タービン建屋

・使用済燃料乾式貯蔵建屋

・排気筒モニタ建屋

：評価対象施設等

NoNo

Yes YesYes

②屋外に設置されて

いる施設

③降下火砕物を含む海

水の流路となる施設

④降下火砕物を含む

空気の流路となる施

設

⑤外気から取

り入れた屋内の空気を

機器内に取り込む機構

を有する施設

No No No

Yes Yes

・残留熱除去系海水系ポンプ

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

海水ポンプ

・残留熱除去系海水系ストレーナ

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

海水ストレーナ

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気フィルタ

・中央制御室換気系冷凍機

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

室ルーフベントファン

・排気筒

・非常用ガス処理系排気配管

・排気筒モニタ

・残留熱除去系海水系ポン

プ

・非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含

む。）海水ポンプ

・残留熱除去系海水系スト

レーナ及び下流設備

・非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含

む。）海水ストレーナ及

び下流設備

・非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含

む。）機関

・換気空調設備（外気取入

口）

［中央制御室換気系，ディー

ゼル発電機換気系］

・排気筒

・非常用ガス処理系排気配

管）

・排気筒モニタ

・計装制御設備

（安全保護系）

外部事象防護対象施設等

外部事象

防護対象施設等に波

及的影響を及ぼし得

る施設

・ディーゼル発電機（排気

消音器及び排気管）

・海水取水設備（除塵装

置）

・換気空調設備（外気取入

口）

Step2

Step3

Yes

No

その他の施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

No No 

・安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器 
・安全機能を有しない構築物，系統及び機器 

No

①安全重要度分類の
クラス 1，クラス 2
に属する構築物等 

②安全評価※１上  
期待する安全重要
度分類のクラス 3
に属する構築物等 

①及び②を内包 
する建屋 

※1：運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故解析 
※2：降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での除灰，修復等
の対応が可能であることを確認する。 

その他の施設
※２

 外部事象防護対象施設 

Step1 

Yes Yes

外部事象防護対象施設を内包

する建屋（外部事象防護対象

施設である建屋を除く） 

外部事象防護対象施設等 
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